
令和５年度 一般財団法人各務原市施設振興公社事業計画 
 
 

令和５年度は各務原市から指定管理者として指定を受けた施設及び各
務原市から委託業務を受けた施設において、５月から新型コロナウイル
ス感染症への対応が大きく変わる中、引き続き必要な感染防止対策を継
続しながら安全確保に努め、さらに令和４年１０月に導入されたキャッ
シュレス決済の利用促進を図り、また効率的な運営を行い、もって公社
の設立趣意である勤労者ならびに市民の福祉増進に寄与するため、下記
の事業内容で管理運営を行なう。 

 
 

記 
 
 

１ 勤労者福祉施設の管理運営事業（指定管理者） 
管理する勤労者福祉施設が、勤労者の福祉増進の場として、十分

活用できるよう管理運営を図る。 
(１)  予約システムによる対象施設の利用者の受付事務及び利用料

の収納(キャッシュレス決済含む) 
(２)  利用者の指導及び利用の促進 
(３)  施設の日常的な維持管理及び簡易な修繕 
(４)  施設利用に関する統計資料の作成 
(５)  効率的な運営と管理運営費の削減 

 
  管理施設 ・各務原共同福祉施設｢各務原勤労会館｣ 
 
 
２ 産業会館の管理運営事業（指定管理者） 

管理する産業会館が、産業の発展と市民の文化向上の場として、十
分活用できるよう管理運営を図る。 
(１)  予約システムによる対象施設の利用者の受付事務及び利用料

の収納(キャッシュレス決済含む) 
(２)  利用者の指導及び利用の促進 
(３)  施設の日常的な維持管理及び簡易な修繕 
(４)  施設利用に関する統計資料の作成 
(５)  効率的な運営と管理運営費の削減 

 
  管理施設 ・各務原市商工振興センター 
       ・各務原市南産業会館 
 
 
３ 体育施設の管理運営事業（指定管理者） 

管理する体育施設が、市民の健康増進の場として、十分活用できる
よう管理運営を図る。 

 



 
(１)  予約システムによる対象施設の利用者の受付事務及び利用料

の収納(キャッシュレス決済含む) 
(２)  利用者の指導及び利用の促進 
(３)  施設の日常的な維持管理及び簡易な修繕 
(４)  施設利用に関する統計資料の作成 
(５)  効率的な運営と管理運営費の削減 

  
  管理施設 

（指定管理施設） 
・各務原市総合体育館      ・各務原スポーツ広場 
・各務原市民球場        ・各務原勤労者総合グラウンド  
・各務原市総合運動公園     ・各務原市弓道場 
・各務原市飛鳥球場       ・各務原市川島スポーツ公園  
・各務原市川島小網堤外グラウンド・各務原市那加地区体育館 
・各務原市稲羽地区体育館    ・各務原市鵜沼地区体育館  
・各務原市鵜沼西地区体育館   ・各務原市蘇原地区体育館 
・各務野スポーツの森テニスコート 

 
 
４ 各務原リバーサイド 21 の管理運営事業（指定管理者） 

管理するパターゴルフ場が、市民の健康づくりの場として、十分活
用できるよう管理運営を図る。 
(１) 利用者の受付事務及び利用料の収納 
(２) 利用者の指導及び利用の促進 
(３) 施設の日常的な維持管理及び簡易な修繕 
(４) 施設利用に関する統計資料の作成 
(５) 効率的な運営と管理運営費の削減 

 
  管理施設 ・各務原市パターゴルフ場「各務原リバーサイド 21」 
 
 
５ 福祉センターの管理運営事業（指定管理者） 

管理する福祉センター等の施設が、市民の福祉増進、文化生活の普
及、コミュニティ活動の促進の場として、十分活用できるよう管理運
営を図る。 
(１) 予約システムによる対象施設の利用者の受付事務及び利用料の 

収納(キャッシュレス決済含む) 
(２) 利用者の指導及び利用の促進 
(３) 施設の日常的な維持管理及び簡易な修繕 
(４) 施設利用に関する統計資料の作成 
(５) 効率的な運営と管理運営費の削減 
 

  管理施設 
 ・各務原市那加福祉センター  ・各務原市那加西福祉センター 

・各務原市那加南福祉センター ・各務原市稲羽コミュニティセンター 



 
・各務原市稲羽西福祉センター ・各務原市稲羽東福祉センター 
・各務原市鵜沼福祉センター  ・各務原市鵜沼東福祉センター 
・各務原市陵南福祉センター  ・各務原市蘇原福祉センター 

  ・各務原市蘇原コミュニティセンター・各務原市各務福祉センター 
・各務原市川島健康福祉センター・各務原市総合福祉会館 

 
 
６ 皆楽座の管理運営事業（指定管理者） 

管理する各務原市指定文化財皆楽座が、その価値を損なわないよう
に適切な管理を行いつつ、また市民の文化活動及び地域活動を促進し、
文化の向上に資するための便宜を供与する場として、十分活用できる
よう管理運営を図る。 
(１) 利用者の受付事務及び利用料の収納(キャッシュレス決済含む) 
(２) 利用者の指導及び利用の促進 
(３) 施設の日常的な維持管理及び簡易な修繕 
(４) 施設利用に関する統計資料の作成 
(５) 管理運営費の削減 
 

  管理施設 ・各務原市指定文化財「皆楽座」 
 
 
７ 川島会館の管理運営事業（指定管理者） 

管理する川島会館が、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエ
ーションのための便宜を総合的に提供する場として、十分活用できる
よう管理運営を図る。 
(１) 利用者の受付事務及び利用料の収納 
(２) 利用者の指導及び利用の促進 
(３) 高齢者の文化活動事業の実施（文化講座１１講座の開催） 
(４) 施設の日常的な維持管理及び簡易な修繕 
(５) 施設利用に関する統計資料の作成 
(６) 効率的な運営と管理運営費の削減 

 
  管理施設 ・各務原市川島会館 
 
 
８ 桜体育館の管理業務（委託業務） 

管理する桜体育館の設置の目的と役割を十分理解し、委託業務の内
容に沿った管理を図る。 
(１) 施設の日常清掃 
(２) 施設の定期的な巡回等維持管理 

   
管理施設 ・桜体育館 

 
９ 水辺共生体験館の管理業務（委託業務） 

管理する水辺共生体験館の設置の目的と役割を十分理解し、委託業 



 
務の内容に沿った管理を図る。 
(１) 入館者数の把握 
(２) 遵守事項の入館者の指導徹底 
(３) 施設の日常的な維持管理 
 

  管理施設 ・水辺共生体験館 
 
 
10 学校体育施設（開放施設）等の受付及び口座振替業務（委託業務） 

各務原市立学校の開放される体育施設の受付業務やライフデザイ
ンセンター使用料の口座振替業務を委託業務の内容に沿った管理を図
る。 

 ＊学校体育施設（開放施設）の受付業務 
(１) 利用者の受付事務及び利用料の収納(キャッシュレス決済含む) 
(２) 利用者の指導 
(３) 施設の鍵の貸出、及び返却時の受領 
(４) 利用件数及び収納データの作成及び提出 

   
受付施設 ・各務原市立学校開放施設 

（尾崎小学校、川島小学校、川島中学校は除く）   
・各務原特別支援学校 

 
 ＊ライフデザインセンター使用料の口座振替業務 

(１) 口座振替データの作成及び提出 
(２) 収納金の払込 

   
  受付施設 ・各務原市中央ライフデザインセンター ・各務原市西ライフデザインセンター 

・各務原市川島ライフデザインセンター ・各務原市東ライフデザインセンター 
 
 
11 自主運営に関する事業 

市民の福祉増進に寄与するために、広く市民が参加できる催しを開
催する。 

(１) 初心者を対象としたスポーツスクール「楽しい新体操（３歳
から小学４年）」「ヨーガ体操」「フラダンス」の開催（年２回）   

  (２) パターゴルフを身近なものとして多くの市民に利用してもら
うための「パターゴルフ大会」や「パターゴルフ教室」の開催 

  (３) 市民の健康増進、利用促進を図るための文化講座「お正月飾
り」等の開催 

  (４) 上記以外の自主事業の開催 
 
 
12 管理施設の利用の啓発普及 

各務原市から指定管理者として指定を受けた施設について、施設利
用の啓発普及を図る。 



 
(１) 施設利用のパンフレット作成 

 (２) 公社ホームページの活用 
(３) 自主事業の開催 


